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こ
の
度
、
甲
府
法
人
会
女
性
部
会
の

部
会
長
に
就
任
致
し
ま
し
た
雨
宮
恵
美

で
す
。
微
力
な
が
ら
皆
様
の
お
力
添
え

を
い
た
だ
き
、
頑
張
っ
て
参
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

私
が
法
人
会
女
性
部
会
に
入
会
し
た

の
は
今
か
ら
29
年
前
に
な
り
ま
す
。
我

が
社
は
自
動
車
の
鈑
金
塗
装
・
整
備
が

中
心
の
会
社
で
、
先
代
（
父
）
の
後
、

主
人
が
引
き
継
ぎ
、
創
業
68
年
に
な
り

ま
す
。
会
社
を
法
人
化
す
る
と
同
時
に

法
人
と
し
て
社
会
に
ど
う
携
わ
り
、
女

性
と
し
て
ど
ん
な
考
え
を
持
ち
、
社
員

さ
ん
、
社
長
を
支
え
て
い
け
ば
良
い
の

か
を
学
ぶ
た
め
に
、
法
人
会
に
入
会
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
諸
先

輩
に
恵
ま
れ
、
こ
れ
が
私
が
求
め
て
い

た
学
び
の
元
と
確
信
し
ま
し
た
。
税
の

正
し
い
知
識
を
学
び
会
社
を
発
展
さ
せ

る
と
共
に
、
社
会
の
お
役
に
立
つ
た
め

に
は
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
け

ば
良
い
の
か
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
社
員
さ
ん
達
に
こ
の
会
社
を

選
ん
だ
こ
と
を
良
か
っ
た
と
言
っ
て
も

ら
え
る
会
社
を
築
こ
う
。
最
高
の
設
備
・

技
術
を
提
供
し
人
材
育
成
に
力
を
入
れ

ま
し
た
。
次
は
売
り
上
げ
を
今
の
５
倍

に
す
る
戦
略
を
立
て
ま
し
た
。

　

社
会
貢
献
は
こ
の
業
界
の
二
世
さ
ん

に
自
分
達
の
技
術
を
提
供
し
業
界
の
発

展
を
考
え
よ
う
と
計
画
を
立
て
ま
し
た
。

Ｂ
Ｍ
Ｗ
、
ベ
ン
ツ
、
外
資
系
デ
ィ
ー
ラ
ー

の
認
定
工
場
に
認
め
て
頂
き
、
社
員
さ

ん
達
は
自
信
を
持
て
ま
し
た
。
二
世
の

方
達
も
車
体
整
備
組
合
の
青
年
部
を
担
っ

て
い
た
り
、
こ
の
業
界
で
頑
張
っ
て
い

ま
す
。

　

昨
年
、
社
長
の
65
歳
を
節
目
と
し
事

業
承
継
い
た
し
ま
し
た
。
『
山
梨
の
若

い
人
に
チ
ャ
ン
ス
を
あ
げ
た
い
、
元
気

に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
自
分
が
支
え

て
あ
げ
ら
れ
る
う
ち
に
次
の
世
代
に
引

き
継
ぎ
た
い
。
』
と
33
歳
の
若
者
に
事

業
承
継
し
ま
し
た
。
一
年
が
経
ち
益
々

会
社
は
活
気
付
き
、
利
益
を
上
げ
社
員

さ
ん
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
私
は
法
人
会
の
皆
様
に
育

て
て
い
た
だ
き
充
実
し
た
人
生
を
送
ら

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
様
に

生
き
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
微
力
で
す
が
恩
返
し
が
で

き
る
よ
う
女
性
部
会
の
活
動
を
支
え
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

女
性
部
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
わ
た

し
た
ち
法
人
会
女
性
部
会
は
法
人
会
組

織
の
一
員
と
し
て
研
修
、
交
流
を
通
じ

た
部
会
員
の
資
質
向
上
と
社
会
へ
の
貢

献
を
め
ざ
す
法
人
会
活
動
の
充
実
に
努

め
ま
す
」
で
す
。

　

主
な
活
動
と
し
て
行
っ
て
い
る
租
税

教
育
活
動
と
し
て
は
、
小
学
校
に
出
向

き
、
６
年
生
を
中
心
に
税
金
教
室
の
講

師
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
子
供
達

は
と
て
も
素
直
で
受
け
答
え
も
ハ
キ
ハ

キ
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
パ
ワ
ー
を
も

ら
え
ま
す
。
税
金
の
大
切
さ
を
勉
強
し

た
子
供
達
が
将
来
、
納
税
者
と
な
り
一

生
懸
命
働
き
、
快
く
納
税
し
て
く
れ
た

ら
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

「
富
士
山
ク
リ
ー
ン
作
戦
」
も
毎
年

参
加
さ
せ
て
頂
き
、
世
界
遺
産
の
富
士

山
を
い
つ
ま
で
も
綺
麗
に
し
て
い
く
社

会
貢
献
活
動
の
一
貫
と
な
っ
て
い
ま
す
。

親
睦
ゴ
ル
フ
も
部
会
員
の
交
流
を
通
じ

資
質
向
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
大
勢
の
方
が
参
加
し
や
す
い

ボ
ー
リ
ン
グ
大
会
を
開
催
し
よ
う
と
言

う
意
見
も
出
て
い
ま
す
。
研
修
旅
行
や

全
法
連
女
連
協
の
テ
ー
マ
で
あ
る
食
品

ロ
ス
に
対
す
る
講
演
活
動
と
色
々
楽
し

く
社
会
貢
献
活
動
を
や
る
こ
と
で
会
員

増
強
に
繋
が
る
と
思
い
ま
す
。
部
会
員

の
方
か
ら
意
見
を
聞
き
法
人
会
女
性
部

会
に
入
っ
て
良
か
っ
た
、
楽
し
い
と
言
っ

て
も
ら
え
る
活
動
を
皆
様
と
や
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
２
年
間
女
性
部
会
長
と
し

て
一
生
懸
命
頑
張
り
ま
す
の
で
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
有
限
会
社

　

雨
宮
オ
ー
ト
ボ
デ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
）

法
人
会
女
性
部
会
に

　
　
　
感
謝
を
込
め
て

甲
府
法
人
会　

女
性
部
会
長

雨
宮 

恵
美

，
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10
月
16
日
、
第
41
回
法
人
会
全
国
大
会

が
高
知
県
の
高
知
県
民
文
化
ホ
ー
ル
に
お

い
て
開
催
さ
れ
、
甲
府
法
人
会
か
ら
関
会

長
を
は
じ
め
６
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

第
一
部
の
式
典
で
は
会
員
増
強
や
研
修
・

福
利
厚
生
な
ど
各
部
門
の
優
秀
県
連
の
表

彰
の
ほ
か
、
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
の

ア
ピ
ー
ル
や
青
年
部
会
に
よ
る
租
税
教
育

活
動
の
事
例
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

続
く
第
二
部
は
、
元
ロ
ー
ソ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
社
長
の
都
築
冨
士
男
氏
に
よ
る
「
変

化
の
時
代
の
経
営
、
危
機
を
チ
ャ
ン
ス
に
」

と
題
し
た
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

10
月
10
日
、「
女
性
部
会
合
同
委
員
会
」

を
レ
ス
ト
ラ
ン
ボ
ル
ド
ー
に
お
い
て
開
催

し
、
部
会
員
15
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

『
社
会
貢
献
活
動
等
に
つ
い
て
』
総
務

委
員
会
と
研
修
委
員
会
か
ら
「
フ
ー
ド
ロ

ス
を
減
ら
す
た
め
に
は
」
「
フ
ー
ド
ロ
ス

が
出
て
し
ま
っ
た
場
合
の
環
境
に
良
い
ご

み
の
捨
て
方
」
な
ど
の
勉
強
会
を
チ
ャ
リ

テ
ィ
ー
で
開
催
し
、
そ
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

で
得
た
募
金
を
フ
ー
ド
バ
ン
ク
に
寄
付
し

た
ら
ど
う
か
と
の
意
見
が
出
ま
し
た
。
ま

た
、
広
報
委
員
会
は
そ
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

活
動
を
会
報
誌
へ
寄
稿
し
た
い
と
の
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。

　

『
部
会
員
増
強
に
つ
い
て
』
組
織
委
員

会
か
ら
広
報
委
員
会
と
の
連
携
を
図
り
、

会
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
の
呼
び

か
け
を
し
た
い
と
の
意
見
が
出
ま
し
た
。

　

『
親
睦
・
交
流
会
等
に
つ
い
て
』
交
流

委
員
会
か
ら
は
ゴ
ル
フ
を
プ
レ
イ
す
る
方

が
減
少
し
て
き
て
い
る
の
で
、
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
ゴ
ル
フ
を
ボ
ー
リ
ン
グ
な
ど
に
変
更

し
て
み
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。

　

『
研
修
・
講
演
会
等
の
実
施
に
つ
い
て
』

研
修
委
員
会
か
ら
は
、
小
学
校
に
赴
い
て

の
「
租
税
教
室
」
の
講
師
養
成
の
た
め
、

「
税
の
勉
強
会
」
を
開
催
し
、
今
一
度
勉

強
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
の
意
見
が
出
ま

し
た
。

　

合
同
委
員
会
の
後
に
は
、
小
林
甲
府
税

務
署
長
を
は
じ
め
と
す
る
幹
部
の
皆
様
と

の
座
談
会
を
行
い
ま
し
た
。
日
本
で
初
め

て
牛
肉
の
ス
テ
ー
キ
を
目
方
売
り
し
た
レ

ス
ト
ラ
ン
と
い
わ
れ
て
い
る
ボ
ル
ド
ー
の
、

美
味
し
い
お
食
事
と
皆
様
の
語
ら
い
で
楽

し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

（
女
性
部
会　

広
報
委
員　

阿
部
亜
紀
子
）

　

９
月
18
日
、
「
第
19
回
法
人
会
全
国
女

性
フ
ォ
ー
ラ
ム
北
海
道
大
会
」
が
札
幌
市

の
札
幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
に
お
い
て
「
自
然

と
女
性
の
活
力
で
笑
顔
い
っ
ぱ
い
北
海
道
。

〜
明
日
を
つ
な
ご
う
！
未
来
に
つ
な
ご
う
！

〜
」
を
大
会
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
開
催

さ
れ
、
甲
府
法
人
会
女
性
部
会
か
ら
６
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

　

札
幌
市
に
本
拠
を
置
く
芸
能
事
務
所　

株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
オ
フ
ィ
ス
キ
ュ
ー

代
表
取
締
役
の
伊
藤
亜
由
美
氏
を
講
師
に

迎
え
「
ス
ト
ー
リ
ー
あ
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

〜
北
海
道
に
お
け
る
人
づ
く
り
・
モ
ノ
づ

く
り
・
地
域
づ
く
り
〜
」
を
テ
ー
マ
に
記

念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
全
国
各
地
の
女
性
部
会
長
ら
が

「
食
品
ロ
ス
」
削
減
や
、「
部
会
員
増
強
」

に
つ
い
て
活
動
事
例
を
交
え
な
が
ら
、
熱

い
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

｠ 

そ
の
他
、
全
国
の
小
学
生
を
対
象
と
し

た
「
税
に

関
す
る
絵

は
が
き
コ

ン
ク
ー
ル
」

の
優
秀
作

品
の
展
示

や
、
北
海

道
の
特
産

品
物
産
展

な
ど
が
行

わ
れ
ま
し

た
。

法
人
会
全
国
大
会（
高
知
大
会
）

甲
府
税
務
署
と
の
座
談
会

女 

性 

部 

会

合
同
委
員
会

法
人
会
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
北
海
道
大
会
）
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８
月
29
日
、
青
年
部
会
の
正
副
部
会
長

が
甲
府
税
務
署
の
表
敬
訪
問
を
行
い
、
７

月
に
異
動
さ
れ
ま
し
た
小
林
署
長
を
は
じ

め
、
幹
部
職
員
の
方
々
に
ご
挨
拶
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

大
木
部
会
長
か
ら
、
青
年
部
会
の
活
動

報
告
や
、
11
月
に
開
催
さ
れ
る
「
全
国
青

年
の
集
い
山
梨
大
会
」
に
対
す
る
ご
支
援

の
お
願
い
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
林
署
長
も
気
さ
く
に
お
話
し

い
た
だ
き
、
「
地
域
を
探
索
し
て
山
梨
を

楽
し
み
た
い
」
と
お
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

８
月
２
日
、
山
梨
県
側
の
富
士
山
五
合

目
周
辺
〜
六
合
目
で
「
富
士
山
ク
リ
ー
ン

作
戦
」
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
外
か

ら
46
団
体
・
個
人
あ
わ
せ
て
約
９
０
０
人

が
参
加
し
、
甲
府
法
人
会
か
ら
は
女
性
部

会
を
中
心
に
37
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

富
士
吉
田
市
の
富
士
北
麓
公
園
で
行
っ

た
出
発
式
で
は
、
富
士
山
を
き
れ
い
に
す

る
会
の
野
口
英
一
理
事
長
を
は
じ
め
、
山

梨
県
の
石
寺
淳
一
副
知
事
な
ど
が
、
参
加

者
に
向
け
て
激
励
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

出
発
式
の
後
、
富
士
山
五
合
目
に
移
動
し
、

法
人
会
は
五
合
目
ロ
ー
タ
リ
ー
周
辺
で
清

掃
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
登
山
道
周
辺
に

は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
な
ど
が
散
見

さ
れ
、
１
時
間
半
の
活
動
で
ク
リ
ー
ン
作

戦
全
体
で
は
合
計
40　

の
ご
み
を
回
収
し

ま
し
た
。

　

清
掃
活
動
後
は
五
合
目
で
女
性
部
会
の

皆
様
が
差
し
入
れ
し
て
く
だ
さ
っ
た
手
料

理
を
頂
き
、
と
て
も
美
味
し
く
、
話
し
に

も
花
が
咲
き
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
ま
し

た
。

　

美
し
い
富
士
山
を
後
世
に
残
し
て
い
く

た
め
の
活
動
に
参
加
で
き
、
ま
た
会
員
の

皆
様
と
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
一

日
と
な
り
ま
し
た
。

五合目でランチ

「
富
士
山
ク
リ
ー
ン
作
戦
」に
参
加

ごみ拾いの様子

出発式

青
年
部
会
が

甲
府
税
務
署
長
を
表
敬
訪
問
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８
月
22
日
、
島
根
県
松
江
市
に
お
い
て

「
全
国
青
年
の
集
い
５
県
連
会
議
」
が
開

催
さ
れ
、
11
月
に
開
催
す
る
山
梨
大
会
会

長
を
務
め
る
大
木
部
会
長
を
は
じ
め
と
す

る
実
行
委
員
17
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
こ

の
会
議
は
「
全
国
青
年
の
集
い
」
開
催
前

と
後
の
情
報
共
有
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
翌
日
は
出
雲
大
社
で
山
梨
大
会

の
成
功
祈
願
も
し
て
き
ま
し
た
。

■開催日時　11月21日（金）14：00～15：00

■会場　　　アイメッセ山梨　1階

■講演テーマ

　「プロヴィンチア（地方クラブ）の挑戦」

　　～フットボールクラブの枠を超えた

　　　存在と役割～

■講師

　株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツ

クラブ

　代表取締役社長　佐久間　悟 氏

　

1963年　東京都出身。
1986年に駒澤大学卒業後、日本電信電話株式会社
に入社し、大宮アルディージャの母体となるNTT
関東サッカー部でプレー、引退後は大宮アルディー
ジャの監督などを歴任。
2008年よりヴァンフォーレ甲府ゼネラルマネー
ジャーに就任し、ヴァンフォーレの分析・改造に
着手し、その結果2010年にチームはJ1へ昇格。
2021年に株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツク
ラブ代表取締役社長に就任し現在に至る。

※会場の都合上、定員になり次第、当日の受付を締め切らせていただきます。

友だち登録・フォローをお願いします！

山梨大会公式LINE

「
全
国
青
年
の
集
い
５
県
連
会
議
」に
参
加

第39回法人会全国青年の集い  山梨大会  記念講演会のご案内

▲５県連会議の様子

出雲大社で記念撮影▲
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９
月
20
日
、
Ｊ
Ｉ
Ｔ
リ
サ
イ
ク
ル
イ
ン

ク
ス
タ
ジ
ア
ム
に
お
い
て
「
サ
ッ
カ
ー
教

室
＆
税
金
教
室
」
を
開
催
し
、
山
梨
県
内

の
10
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
、
１
４
４
名
の

小
学
生
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

こ
の
活
動
は
、
租
税
教
育
活
動
と
社
会

貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
県
内
４
法
人
会

共
催
で
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
の
運
営
に

は
、
甲
府
法
人
会
青
年
部
会
の
部
会
員
が

大
勢
参
加
協
力
し
ま
し
た
。

　

サ
ッ
カ
ー
教
室
に
入
る
前
に
、
税
の
啓

発
活
動
と
し
て
ク
イ
ズ
形
式
に
よ
る
『
税

金
教
室
』
を
行
い
、
「
税
金
を
納
め
る
の

は
何
才
か
ら
で
し
ょ
う
か
？
」
「
学
校
の

校
舎
を
建
て
る
の
に
、
ど
の
く
ら
い
の
お

金
が
必
要
で
し
ょ
う
か
？
」
な
ど
「
税
」

に
つ
い
て
楽
し
く
学
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
サ
ッ
カ
ー
教
室
で
は
、
ヴ
ァ
ン

フ
ォ
ー
レ
甲
府
の
プ
ロ
選
手
と
ア
カ
デ
ミ

ー
コ
ー
チ
に
講
師
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
、

プ
ロ
選
手
の
プ
レ
ー
の
見
学
や
技
術
指
導

の
ほ
か
子
供
た
ち
に
よ
る
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
も

行
い
、
子
供
た
ち
は
憧
れ
の
プ
ロ
選
手
と

の
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

県
内
４
法
人
会
共
催

「
サ
ッ
カ
ー
教
室   

税
金
教
室
」

税金クイズ▲

▲参加者の皆様

▲プロ選手と対決

▲じゃんけん大会

〜「
ヴ
ァ
ン
フ
ォ
ー
レ
甲
府
」が
指
導
〜

&

開会式▲
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我
が
国
経
済
を
取
り
巻
く
環
境
は
急
速
に
変

化
し
て
い
る
。
食
料
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
国

際
的
な
価
格
高
騰
を
契
機
に
し
て
円
安
も
加
わ
っ

て
輸
入
物
価
が
押
し
上
げ
ら
れ
、
国
内
の
消
費

者
物
価
も
年
率
２
％
を
超
え
る
水
準
で
推
移
し

て
い
る
。
デ
フ
レ
期
か
ら
イ
ン
フ
レ
期
へ
の
転

換
期
に
突
入
し
、
国
民
生
活
や
産
業
に
大
き
な

影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
日
本
銀
行
は
昨
年
３

月
に
異
次
元
の
金
融
緩
和
を
終
了
し
、
金
融
市

場
は
「
金
利
の
あ
る
世
界
」
に
回
帰
し
た
。
今

後
の
物
価
動
向
な
ど
に
よ
っ
て
は
も
う
一
段
の

金
利
上
昇
も
見
込
ま
れ
て
い
る
中
で
、
米
国
の

ト
ラ
ン
プ
関
税
の
影
響
も
あ
っ
て
日
本
経
済
の

行
方
を
不
透
明
に
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
経
済
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
政
府
・

与
党
の
経
済
・
財
政
運
営
も
見
直
し
を
迫
ら
れ

て
い
る
。
国
民
生
活
を
支
え
る
物
価
高
対
策
は

必
要
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
国
民
一
律
に

支
援
す
る
ば
ら
ま
き
型
で
は
な
く
、
生
活
に
困
っ

て
い
る
世
帯
に
対
象
を
限
定
し
た
上
で
、
手
厚

く
支
援
す
る
実
効
的
な
対
策
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
は
安
定
し
た
財
源
の
確
保
に
加
え
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
世
帯
の

所
得
を
正
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
の

構
築
も
欠
か
せ
な
い
。
財
政
健
全
化
に
向
け
て

財
政
規
律
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
は
、
安
定
的
な

経
済
成
長
と
日
本
経
済
の
持
続
可
能
性
を
高
め

る
た
め
の
国
家
的
な
課
題
で
あ
る
。
自
律
的
な

経
済
成
長
を
促
す
た
め
の
新
た
な
戦
略
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
今
年
７
月
の
参
院
選
に
お
い
て
与

党
は
国
民
１
人
当
た
り
２
万
円
の
給
付
を
打
ち

出
し
、
野
党
各
党
は
消
費
税
減
税
を
公
約
に
掲

げ
た
。
い
ず
れ
も
支
援
対
象
を
限
定
せ
ず
、
国

民
一
律
に
支
援
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
の
財

源
に
関
し
て
も
税
収
の
上
振
れ
分
を
充
て
る
と

す
る
な
ど
、
責
任
あ
る
財
源
論
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
。
特
に
社
会
保
障
の
財
源
に
充
て
る
消
費
税

の
減
税
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
社
会
保

障
給
付
に
対
す
る
財
政
需
要
が
高
ま
っ
て
い
く

中
で
、
物
価
高
対
策
と
し
て
適
切
な
政
策
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
消
費
税
減
税
の
代
わ
り
に

給
料
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
社
会
保
険
料
が
高
く

な
れ
ば
、
企
業
負
担
だ
け
で
な
く
、
現
役
世
代

の
負
担
も
重
く
な
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
与

野
党
で
税
と
社
会
保
障
を
一
体
的
に
改
革
し
、

国
民
負
担
の
あ
り
方
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。

　

世
界
経
済
に
対
す
る
ト
ラ
ン
プ
関
税
の
影
響

は
今
後
、
本
格
化
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
日
本
に

与
え
る
打
撃
に
も
細
心
の
注
意
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
中
で
地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手
で

あ
る
中
小
企
業
の
経
営
環
境
も
厳
し
さ
を
増
し

て
お
り
、
税
財
政
上
の
き
め
細
か
な
支
援
が
不

可
欠
で
あ
る
。
全
国
的
に
人
手
不
足
が
深
刻
化

す
る
中
で
、
中
小
企
業
は
物
価
上
昇
を
上
回
る

高
い
賃
上
げ
を
要
請
さ
れ
て
お
り
、
優
秀
な
人

材
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
防
衛
的
な
賃
上
げ

を
迫
ら
れ
て
い
る
。
賃
上
げ
原
資
を
確
保
す
る

に
は
、
適
正
な
価
格
転
嫁
な
ど
取
引
慣
行
の
是

正
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
円
滑
な
事
業

承
継
の
実
現
に
向
け
た
政
策
的
な
後
押
し
は
、

地
域
経
済
の
活
性
化
を
促
す
た
め
に
も
欠
か
せ

な
い
。

　

世
界
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
か
ら

脱
し
た
後
、
日
本
の
社
会
経
済
も
以
前
の
情
景

に
戻
っ
た
。
た
だ
、
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
緊
急
対
応

で
政
府
が
大
規
模
な
財
政
出
動
に
踏
み
切
っ
た

こ
と
で
、
国
と
地
方
を
合
わ
せ
た
長
期
債
務
残

高
は
今
年
度
末
で
１， 

３
０
０
兆
円
を
超
え
、

国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
２． 

１
倍
の
水
準

ま
で
悪
化
す
る
見
通
し
だ
。
す
で
に
コ
ロ
ナ
禍

前
の
段
階
で
日
本
の
債
務
残
高
は
主
要
先
進
国

の
中
で
最
悪
の
水
準
に
達
し
て
い
た
が
、
緊
急

的
な
財
政
出
動
を
経
て
さ
ら
に
財
政
事
情
が
悪

化
し
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

石
破
茂
政
権
が
本
年
６
月
に
閣
議
決
定
し
た

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
２

５
」（
骨
太
の
方
針
）
に
よ
る
と
、
国
と
地
方
の

基
礎
的
財
政
収
支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

＝
Ｐ
Ｂ
）
を
黒
字
転
換
す
る
時
期
の
目
標
に
つ

い
て
、
昨
年
ま
で
は
25
年
度
と
し
て
き
た
が
、

こ
れ
を
25
〜
26
年
度
と
幅
を
持
た
せ
て
後
退
さ

せ
た
。
目
標
年
次
が
近
づ
く
た
び
に
目
標
の
先

送
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
は
「
経

済
・
財
政
新
生
計
画
」
に
お
い
て
、
２
０
３
０

年
度
ま
で
引
き
続
き
経
済
再
生
と
財
政
健
全
化

を
両
立
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
今
後
は
目
標
を

後
退
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
着
実
な
実
行
が
求
め

ら
れ
る
。

　

た
だ
、
７
月
の
参
院
選
後
に
は
、
積
極
財
政

を
求
め
る
野
党
の
議
席
が
大
き
く
伸
び
た
こ
と

で
財
政
健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み
が
停
滞
す

る
と
の
見
方
が
浮
上
し
、
長
期
金
利
が
上
昇
（
債

券
価
格
は
下
落
）
し
て
一
時
、
17
年
ぶ
り
の
高

値
と
な
る
１． 

６
％
に
達
し
た
。
今
後
も
金
利

の
上
昇
が
続
け
ば
、
過
去
の
借
金
の
利
払
い
な

ど
に
充
て
る
国
債
費
も
増
え
て
財
政
を
圧
迫
し

か
ね
な
い
。
実
際
に
英
国
で
は
３
年
前
、
当
時

の
ト
ラ
ス
首
相
が
国
債
等
を
財
源
と
す
る
大
規

模
減
税
を
表
明
し
た
こ
と
で
金
融
市
場
が
動
揺

し
、
債
券
と
為
替
、
株
式
が
ト
リ
プ
ル
安
と
な

る
「
ト
ラ
ス
・
シ
ョ
ッ
ク
」
が
起
き
た
。
日
本

で
も
「
金
利
の
あ
る
世
界
」
に
回
帰
し
た
経
済

環
境
を
考
慮
し
、
金
融
市
場
の
動
向
も
見
据
え

た
税
・
財
政
運
営
が
欠
か
せ
な
い
。

１
・ 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

　

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
本
格

的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
を
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で
は
安
易
に
税
の
自

然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出

に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
、
分
野
別
の
具
体

的
な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
た
上
で

着
実
に
改
革
を
実
行
し
、
我
が
国
財
政
の
持
続

可
能
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に

今
後
、
大
規
模
な
自
然
災
害
や
新
た
な
感
染
症

の
拡
大
等
、
有
事
の
際
に
は
膨
大
な
財
政
需
要

は
じ
め
に

基
本
的
な
課
題

Ⅰ 

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

公益財団法人　全国法人会総連合

令和８年度　税制改正に関する提言

　全国法人会総連合では、各県連から提出された税制改正に関する意見を取りまとめ、９月26

日の理事会において、「令和８年度 税制改正に関する提言」を決議しました。

　この決定された提言内容の実現に向けて、山梨県法人会連合会においては、山梨県選出の国

会議員と山梨県及び県議会、甲府法人会においては、管内の自治体（甲府市、韮崎市、南アル

プス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町）及び議会に対して、10月から12月にかけて提言活

動を実施していく予定です。

，
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が
発
生
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た

事
態
が
起
き
た
場
合
で
も
、
機
動
的
な
財
政
出

動
を
可
能
に
す
る
た
め
に
財
政
健
全
化
は
必
要

な
取
り
組
み
で
あ
る
。

　

日
本
銀
行
は
昨
年
３
月
に
マ
イ
ナ
ス
金
利
政

策
を
解
除
し
、
金
利
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
財

務
省
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
今
後
も
金
利
上
昇
が

続
け
ば
、
将
来
的
に
は
税
収
増
よ
り
国
債
の
利

払
い
費
の
方
が
増
え
る
事
態
が
想
定
さ
れ
て
い

る
。
経
済
の
正
常
化
が
進
ん
で
金
利
が
上
昇
す

れ
ば
、
国
債
の
利
払
い
費
の
増
加
は
免
れ
な
い
。

国
債
の
信
認
が
揺
ら
げ
ば
、
経
済
成
長
を
阻
害

す
る
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
政
府
と
日
銀

に
は
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
金
融
市
場
の
動

揺
を
招
か
な
い
よ
う
な
細
心
の
政
策
運
営
を
求

め
た
い
。

（
１
）参
院
選
に
向
け
た
物
価
高
対
策
の
公
約
と

し
て
、「
消
費
税
減
税
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
た
が
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
で
は
「
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
増

収
分
を
含
む
消
費
税
収
は
、
全
て
社
会
保

障
財
源
に
充
て
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
消

費
税
率
を
引
き
下
げ
た
場
合
の
減
税
分
は

別
の
財
源
を
確
保
す
る
か
、
結
局
は
国
債

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
た
め
、

物
価
高
対
策
や
低
所
得
者
対
策
は
消
費
税

減
税
で
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
真
に
支

援
が
必
要
な
人
に
限
定
し
た
給
付
措
置
が

望
ま
し
い
。

　

ま
た
、
政
府
は
物
価
高
対
策
と
し
て
、

税
収
の
上
振
れ
分
な
ど
を
財
源
に
国
民
１

人
当
た
り
２
万
円
の
給
付
を
検
討
し
て
い

る
が
、
こ
れ
も
本
来
は
国
民
一
律
に
支
給

す
る
の
で
は
な
く
、
高
所
得
者
を
除
く
な

ど
対
象
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
政
府
は
「
こ
ど
も
・
子
育
て
政
策
」
と
し

て
、
２
０
２
８
年
度
ま
で
に
総
額
３． 

６

兆
円
を
追
加
で
予
算
計
上
す
る
こ
と
を
決

め
て
い
る
。
こ
の
財
源
は
歳
出
改
革
に
加

え
、
医
療
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
徴
収
す

る
「
支
援
金
制
度
」
な
ど
で
賄
う
と
し
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
支
援
金
制
度
は
社
会

保
険
料
を
少
子
化
対
策
に
充
て
る
実
質
的

な
「
隠
れ
増
税
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

制
度
導
入
を
主
導
し
た
当
時
の
岸
田
文

雄
首
相
は
、
賃
上
げ
や
歳
出
改
革
な
ど
で

社
会
保
険
料
負
担
を
抑
制
す
る
た
め
、「
実

質
的
な
負
担
増
は
な
い
」
と
説
明
し
た
。

し
か
し
、
持
続
的
な
賃
上
げ
が
い
つ
ま
で

続
く
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
先
の
通
常
国

会
で
は
、
少
子
化
対
策
の
財
源
に
充
て
る

と
し
て
い
た
「
高
額
療
養
費
制
度
」
の
自

己
負
担
上
限
の
引
き
上
げ
も
見
送
ら
れ
た
。

歳
出
改
革
が
想
定
通
り
に
行
わ
れ
な
け
れ

ば
、
結
局
は
国
債
頼
み
と
な
り
か
ね
な
い
。

（
３
）防
衛
力
の
抜
本
強
化
で
は
防
衛
費
を
２
０

２
７
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
総
額
43
兆
円

と
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
が
、
大
半

が
歳
出
改
革
や
決
算
剰
余
金
の
活
用
で
財

源
を
捻
出
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
財
源

と
し
て
の
安
定
性
を
欠
い
て
い
る
。
ま
た
、

防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
の
た
め
の

税
制
措
置
の
う
ち
、
所
得
税
に
つ
い
て
は

「
い
わ
ゆ
る
『
１
０
３
万
円
の
壁
』
の
引

上
げ
等
の
影
響
も
勘
案
し
な
が
ら
、
引
き

続
き
検
討
す
る
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ

の
実
施
時
期
は
不
透
明
で
あ
る
。
日
本
を

取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
厳
し
さ
を
増

す
中
で
、
着
実
に
防
衛
力
を
強
化
す
る
た

め
に
も
安
定
財
源
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
。

２
・ 

社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

　

我
が
国
は
先
進
国
で
最
速
の
ス
ピ
ー
ド
で
少

子
高
齢
化
が
進
み
、
か
つ
人
口
が
減
少
す
る
と

い
う
極
め
て
深
刻
な
構
造
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

政
府
は
我
が
国
本
来
の
「
中
福
祉
・
中
負
担
」

を
目
指
し
た
税
財
政
改
革
に
よ
り
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
と
財
政
健
全
化
の
両

立
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
団
塊
の

世
代
す
べ
て
が
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
令
和
６

年
度
に
約
１
３
８
兆
円
だ
っ
た
社
会
保
障
給
付

費
は
、
高
齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
２
０

４
０
年
に
は
１
９
０
兆
円
に
達
す
る
見
込
み
で

あ
る
。
社
会
保
障
給
付
費
が
膨
ら
む
中
で
持
続

可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
に
は
、
適

正
な
「
負
担
」
を
求
め
る
と
と
も
に
、「
給
付
」

も
重
点
化
・
効
率
化
す
る
こ
と
で
可
能
な
限
り

抑
制
す
る
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な
い
。

　

社
会
保
障
の
あ
り
方
を
巡
っ
て
は
、「
自
助
」

「
公
助
」
「
共
助
」
の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見

直
す
ほ
か
、
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
視
点

も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
医
療
保
険
の
窓

口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
な
ど
の
本

人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
お
い
て
も
そ

の
能
力
に
応
じ
て
一
定
の
負
担
を
求
め
る
応
能

負
担
の
原
則
を
確
立
し
、
幅
広
い
理
解
を
得
る

必
要
が
あ
る
。

　

中
小
企
業
は
物
価
高
騰
の
中
で
物
価
上
昇
を

上
回
る
賃
上
げ
が
求
め
ら
れ
、
厳
し
い
経
営
を

強
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
昨
年
10
月
か
ら
社

会
保
険
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
が
、
賃
金

要
件
は
３
年
以
内
に
、
企
業
規
模
要
件
も
10
年

か
け
て
撤
廃
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
中
小
企

業
の
社
会
保
険
料
負
担
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、

事
業
主
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
制
し
つ

つ
、
女
性
の
就
労
や
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
、

配
偶
者
控
除
や
第
３
号
被
保
険
者
制
度
の
問
題

を
含
め
、
税
と
社
会
保
障
を
一
括
し
て
議
論
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
い
わ
ゆ
る
「
１
０
６
万
円
の
壁
」
へ
の
対

応
と
し
て
、
扶
養
か
ら
外
れ
る
人
の
保
険

料
の
一
部
を
勤
務
先
が
負
担
す
る
場
合
、

国
が
上
限
を
設
け
て
助
成
す
る
仕
組
み
が

設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
「
１
３
０
万
円
の

壁
」
に
対
し
て
は
、
繁
忙
期
の
残
業
等
に

よ
り
収
入
が
一
時
的
に
増
え
た
場
合
、
事

業
主
の
証
明
に
よ
り
引
き
続
き
被
扶
養
者

認
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

新
た
に
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
人
の
「
保

険
料
負
担
軽
減
措
置
」
と
し
て
、
年
収
１

５
１
万
円
未
満
の
従
業
員
に
対
し
て
は
労

使
折
半
と
な
っ
て
い
る
保
険
料
に
つ
い
て
、

企
業
側
が
よ
り
多
く
負
担
で
き
る
仕
組
み

が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
多
く
支
払
っ
た
企

業
は
そ
の
分
を
全
額
支
援
さ
れ
る
助
成
措

置
を
講
じ
る
こ
と 

と
し
て
い
る
。
た
だ
、

い
ず
れ
も
一
時
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
安
定
的
な
制
度
の
構
築
が
求
め
ら

れ
る
。

（
２
）公
的
年
金
に
つ
い
て
は
５
年
に
一
度
の
年

金
財
政
の
検
証
を
踏
ま
え
、
厚
生
年
金
の

積
立
金
を
財
源
に
充
当
す
る
基
礎
年
金
の

底
上
げ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
基
礎
年
金

は
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
適
用
な
ど
に

伴
い
、
将
来
的
に
は
受
給
額
が
最
大
３
割

減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
高
齢
単

身
女
性
な
ど
へ
の
低
年
金
対
策
と
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
次
回
の
年
金

財
政
の
検
証
を
踏
ま
え
て
実
施
の
可
否
を

判
断
す
る
方
針
だ
が
、
厚
生
年
金
加
入
者

か
ら
は
「
積
立
金
の
流
用
だ
」
と
す
る
批

判
も
出
て
い
る
ほ
か
、
基
礎
年
金
の
底
上

げ
は
そ
の
半
分
を
拠
出
し
て
い
る
国
庫
負

担
の
増
加
も
見
込
ま
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
抜
本
的
な
制
度
改
革
は
、
老
後
の
生

活
設
計
に
影
響
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
省

庁
間
の
壁
を
取
り
払
い
、
与
野
党
が
一
体

と
な
っ
て
幅
広
く
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
３
）少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
金
給
付
よ

り
も
保
育
所
や
学
童
保
育
等
の
環
境
整
備
、

保
育
士
の
待
遇
改
善
な
ど
の
現
物
給
付
に

重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
高
校
授
業
料

の
無
償
化
も
所
得
制
限
が
撤
廃
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
国
会
審
議
で
予

算
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
少
数
与
党
が
野

党
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
急
遽
決
定
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
高
校
授
業
料

無
償
化
に
伴
う
影
響
評
価
や
財
源
が
担
保

さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
公
平
性
の

観
点
か
ら
も
課
題
を
残
し
て
お
り
、
与
野

党
に
よ
る
精
緻
な
議
論
を
求
め
た
い
。

，
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（
４
）医
療
は
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ
タ

ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
給
付

の
急
増
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
診
療
報
酬

（
本
体
）
の
配
分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
（
後
発
医
薬
品
）
の
安
定

し
た
供
給
体
制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

薬
剤
費
を
抑
制
す
る
観
点
か
ら
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
対
象
と
な
る
医

薬
品
な
ど
の
拡
充
も
欠
か
せ
な
い
。

（
５
）介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性

を
高
め
る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者

と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
、

医
療
と
同
様
に
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付

及
び
負
担
の
あ
り
方
を
見
直
す
。
ま
た
、

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
今
後
、
高
齢
者
の

増
加
に
伴
っ
て
給
付
の
増
加
も
見
込
ま
れ

て
お
り
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見

直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど

厳
格
な
運
用
が
求
め
ら
れ
る
。

３
・  

行
政
改
革
の
徹
底
等

　

政
治
資
金
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金

規
正
法
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
依
然

と
し
て
国
民
の
政
治
に
対
す
る
不
信
感
は
解
消

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
政
治
家
の

不
祥
事
は
、
国
民
の
納
税
意
欲
を
著
し
く
阻
害

す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
政
治
資
金
に
関

す
る
透
明
性
の
向
上
や
使
途
の
適
正
化
、
罰
則

の
厳
格
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 

水
膨
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
各
種
の
政
府
基

金
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的
な
政
策
課
題
な
ど

に
対
応
す
る
た
め
に
予
算
計
上
さ
れ
た
資
金
を

貯
め
て
お
き
、
複
数
年
度
に
わ
た
っ
て
支
出
す

る
仕
組
み
と
し
て
い
る
。
現
在
も
半
導
体
や
宇

宙
分
野
な
ど
の
基
金
に
は
多
額
の
予
算
が
拠
出

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
基
金
に
充
て
ら
れ

る
予
算
の
使
途
や
事
業
運
営
に
は
監
視
の
目
が

行
き
届
か
ず
、
政
策
効
果
の
検
証
も
疎
か
に
な

り
が
ち
で
あ
る
。
政
府
は
基
金
に
計
上
す
る
予

算
は
費
用
の
３
年
分
を
目
途
と
し
、
追
加
す
る

場
合
は
事
業
の
成
果
を
確
認
す
る
と
の
ル
ー
ル

を
設
け
た
。
こ
う
し
た
ル
ー
ル
の
徹
底
を
図
り

な
が
ら
、
長
年
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
な
い
基
金

の
余
剰
資
金
は
国
庫
に
返
納
す
る
な
ど
、
適
正

な
基
金
運
用
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

国
・
地
方
の
財
政
健
全
化
は
、
歳
出
・
歳
入

の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
は
「
ま

ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
、
自
ら

身
を
削
っ
て
行
政
改
革
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
以
下
の
諸
施
策
に
つ
い
て
、
直
ち
に

明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て
改
革
を
断

行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

（
１
）国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な

削
減､

歳
費
の
抑
制
を
求
め
る
。
ま
た
、

調
査
研
究
広
報
滞
在
費
（
旧
文
通
費
）
や

政
務
活
動
費
等
の
適
正
化
。

（
２
）厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方

公
務
員
の
効
率
的
な
要
員
配
置
と
、
能
力

を
重
視
し
た
賃
金
体
系
の
導
入
な
ど
に
よ

る
人
件
費
の
抑
制
。

（
３
）「
第
２
の
予
算
」
と
も
呼
ば
れ
る
特
別
会

計
と
各
省
庁
が
管
轄
す
る
独
立
行
政
法
人

の
無
駄
の
削
減
。

（
４
）官
業
に
対
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
（
計
画
・
実
行
・

評
価
・
改
善
）
サ
イ
ク
ル
を
確
立
し
、
事

業
の
チ
ェ
ッ
ク
等
を
継
続
的
に
実
施
す
る

こ
と
を
求
め
る
。
ま
た
、
積
極
的
に
民
間

活
力
を
導
入
し
た
民
需
主
導
の
自
律
的
な

経
済
成
長
。

４
・  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

 
 

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
社
会
イ
ン

フ
ラ
で
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
国
や
地
方
自

治
体
に
よ
る
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
）
の
基
盤
と
も
な
る
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
保
有
率
は
令
和
７
年
７
月
現
在

で
７
９． 

２
％
ま
で
高
ま
っ
た
が
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
を
組
み
合
わ
せ
た

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
は
同
年
６
月
現
在
で

３
０． 

６
４
％
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
国
民
や
事

業
者
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
正
し
く
理
解
し
、

積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が

現
状
で
あ
る
。
政
府
は
引
き
続
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
意
義
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
行
政
事

務
の
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
に
資
す
る
等
、
そ
の
具
体

的
な
効
用
を
国
民
や
事
業
者
に
明
示
す
る
な
ど

し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
拡
大
を

促
す
必
要
が
あ
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
便
性
を
高
め
る

た
め
に
は
、
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
き
を

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

国
税
電
子
申
告
「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」
や
地
方
税
電

子
申
告
「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
を
利
用
し
た
場
合
の

申
告
納
税
手
続
き
の
簡
素
化
や
各
種
手
当
等
の

申
請
手
続
き
を
簡
略
化
す
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
普
及
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
、
令
和

７
年
３
月
か
ら
は
運
転
免
許
証
と
の
一
体
化
が

始
ま
っ
た
。
マ
イ
ナ
免
許
証
に
す
る
こ
と
で
更

新
手
数
料
等
が
割
安
に
な
っ
た
り
、
住
所
等
変

更
手
続
き
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
り
す
る
等
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
と
電
子
認
証
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
有
効
期

限
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
行
政
窓
口
で
更
新
手

続
き
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
の
周

知
は
不
足
し
て
い
る
。
国
民
の
幅
広
い
利
用
を

促
進
す
る
た
め
に
も
周
知
徹
底
を
図
り
な
が
ら
、

更
新
手
続
き
の
簡
略
化
も
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

社
会
保
障
と
税
、
災
害
対
策
に
限
定
し
て
い

た
利
用
範
囲
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
等
の
改
正

に
よ
っ
て
一
部
拡
大
さ
れ
た
が
、
ど
こ
ま
で
広

げ
る
か
は
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
す
で

に
年
金
や
給
付
金
な
ど
の
公
金
の
受
け
取
り
口

座
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
銀
行
口
座
を
紐
付

け
る
取
り
組
み
も
進
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
を
拡

大
し
て
世
帯
所
得
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
例
え
ば
経
済
対
策
で
支
援
が

必
要
な
困
窮
世
帯
に
限
定
し
て
現
金
を
給
付
す

る
措
置
を
講
じ
る
な
ど
の
効
率
化
も
可
能
と
な

る
。
世
帯
間
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら

も
、
そ
う
し
た
実
効
的
な
取
り
組
み
に
向
け
て

国
民
的
な
議
論
を
喚
起
し
て
も
ら
い
た
い
。
さ

ら
に
、
官
・
民
を
含
め
て
個
人
情
報
の
漏
洩
や

第
三
者
に
よ
る
悪
用
を
防
ぎ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
等
の
徹
底
を
図
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

の
適
切
な
運
用
が
担
保
さ
れ
る
措
置
を
着
実
に

講
じ
る
こ
と
で
、
国
民
の
不
安
払
拭
に
努
め
る

必
要
が
あ
る
。

５
・  

今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

　

今
後
の
税
制
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
①
少
子

高
齢
化
や
人
口
減
少
社
会
の
急
進
展
②
デ
ジ
タ

ル
化
や
働
き
方
の
多
様
化
③
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争

と
そ
れ
が
も
た
ら
す
所
得
格
差
の
拡
大
な
ど
、

経
済
・
社
会
の
大
き
な
構
造
変
化
④
国
際
間
の

経
済
取
引
の
増
大
や
多
様
化
、
諸
外
国
の
租
税

政
策
等
と
の
国
際
的
整
合
性
―
―
な
ど
に
ど
う

対
応
す
る
か
と
い
う
視
点
を
踏
ま
え
、
経
済
の

持
続
的
成
長
と
雇
用
の
創
出
に
向
け
て
税
制
全

体
を
抜
本
的
に
見
直
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な

課
題
で
あ
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
影
響
か
ら
脱
し
、

日
本
経
済
は
正
常
化
に
向
け
て
歩
み
始
め
て
い

る
が
、
地
域
経
済
と
雇
用
を
支
え
る
役
割
を
担

う
中
小
企
業
の
経
営
環
境
は
依
然
と
し
て
厳
し

い
状
況
に
あ
る
。
全
国
的
に
人
手
不
足
が
深
刻

化
す
る
中
で
着
実
な
賃
上
げ
を
求
め
ら
れ
て
お

り
、
今
年
の
春
闘
の
中
小
企
業
に
お
け
る
賃
上

げ
率
は
昨
年
を
上
回
っ
た
。
最
低
賃
金
も
こ
こ

数
年
、
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
傾
向
が
続
い

て
い
る
。
す
で
に
中
小
企
業
の
労
働
分
配
率
は

大
企
業
に
比
べ
て
相
当
高
い
水
準
に
達
し
て
お

り
、
政
府
が
目
標
に
掲
げ
る
よ
う
な
物
価
上
昇

を
上
回
る
賃
上
げ
を
継
続
し
、
賃
上
げ
原
資
を

確
保
す
る
た
め
に
は
生
産
性
の
向
上
な
ど
に
資

す
る
政
策
的
な
支
援
に
加
え
、
原
材
料
費
や
光

熱
費
、
そ
し
て
人
件
費
を
含
め
た
コ
ス
ト
の
適

Ⅱ 

経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

，
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正
な
価
格
転
嫁
を
促
す
な
ど
、
取
引
環
境
の
整

備
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

先
の
通
常
国
会
で
は
約
20
年
ぶ
り
に
下
請
法

が
抜
本
的
に
改
正
さ
れ
、
来
年
１
月
か
ら
「
中

小
受
託
取
引
適
正
化
法
」
が
施
行
さ
れ
る
。
改

正
法
で
は
発
注
事
業
者
が
取
引
先
の
下
請
け
企

業
と
協
議
せ
ず
、
一
方
的
に
コ
ス
ト
を
無
視
し

た
取
引
価
格
を
決
め
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
も
低
い
対
価
を
押
し
つ
け
る
「
買
い

た
た
き
行
為
」
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の

実
効
性
を
さ
ら
に
高
め
る
狙
い
が
あ
る
。
改
正

法
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め
に
は
、
公
正
取
引

委
員
会
や
中
小
企
業
庁
な
ど
当
局
が
連
携
し
、

取
引
状
況
な
ど
を
厳
し
く
監
視
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
を
圧
迫
す

る
要
因
と
も
な
っ
て
い
た
約
束
手
形
に
よ
る
支

払
い
も
禁
止
さ
れ
た
。
政
府
は
26
年
に
約
束
手

形
の
廃
止
を
目
指
し
て
お
り
、
適
切
な
運
用
が

求
め
ら
れ
る
。

　

人
手
不
足
や
継
続
的
な
賃
上
げ
な
ど
中
小
企

業
が
抱
え
る
構
造
的
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め

に
は
、
中
小
企
業
自
ら
の
経
営
改
革
も
重
要
に

な
る
。
そ
う
し
た
改
革
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、

新
た
な
付
加
価
値
の
創
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な

支
援
策
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
経

営
者
の
高
齢
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
中
で
、
中

小
企
業
が
保
有
す
る
独
自
の
技
術
や
サ
ー
ビ
ス

を
引
き
継
ぎ
、
地
域
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
（
供

給
網
）
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
事
業
承
継
を
後
押

し
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
・ 

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

　

中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
重
要
な
担
い
手
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
経
済
の
礎
で
も
あ
る
。

中
小
・
零
細
企
業
は
企
業
全
体
の
９
割
以
上
、

国
内
雇
用
の
７
割
を
占
め
る
大
き
な
存
在
で
あ

る
。
そ
う
し
た
企
業
が
将
来
に
わ
た
っ
て
存
続

し
、
存
在
感
を
発
揮
し
続
け
る
た
め
に
は
、
中

小
企
業
の
活
性
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方
創

生
の
観
点
か
ら
も
政
府
と
自
治
体
が
緊
密
に
連

携
し
な
が
ら
、
地
域
の
中
小
企
業
に
元
気
を
与

え
る
よ
う
な
税
制
措
置
を
強
く
求
め
る
。

（
１
）法
人
税
率
に
つ
い
て

　

令
和
８
年
度
よ
り
防
衛
特
別
法
人
税
が

実
施
さ
れ
る
。
ま
た
、
米
国
の
ト
ラ
ン
プ

関
税
が
日
本
経
済
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
る
か
を
慎
重
に
見
定
め
る
必

要
が
あ
る
。
そ
し
て
近
年
、
大
法
人
に
適

用
さ
れ
る
法
人
税
率
の
引
き
上
げ
を
検
討

す
る
動
き
も
あ
る
が
、
不
透
明
な
経
済
情

勢
等
に
鑑
み
、
慎
重
に
議
論
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

（
２
）法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の

特
例
15
％
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
昭
和
56
年
以
来
、
８
０
０
万
円
以
下

に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
適
用

所
得
金
額
を
、
黒
字
中
小
企
業
の
平
均
所

得
を
踏
ま
え
て
１， 

６
０
０
万
円
程
度
に

引
き
上
げ
る
こ
と
。

（
３
）中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化

に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・

簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
そ
の
政
策
目
的
を

達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理

化
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
中
小

企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資

す
る
税
制
措
置
に
つ
い
て
は
、
制
度
を
拡

充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
る
こ
と
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、

対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、
中
小
企
業

の
厳
し
い
経
営
環
境
を
踏
ま
え
「
中
古
設

備
」
を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金

算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
物
価
が

上
昇
し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
取
得

価
額
要
件
を
30
万
円
未
満
か
ら
50
万
円
未

満
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
損
金
算
入

額
の
上
限
（
合
計
３
０
０
万
円
）
を
撤
廃

し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
こ
と
を
求
め

る
。
な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合

は
、
令
和
８
年
３
月
末
日
と
な
っ
て
い
る

適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

③
な
お
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
経
済
活
性
化

の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

既
存
中
小
企
業
と
の
提
携
は
事
業
成
長
に

も
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
た
め
の
、
き
め
細
や
か
な
財
政
・
税

制
支
援
が
必
要
で
あ
る
。

（
４
）
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
や
「
先

端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
固
定
資
産
税

特
例
」
等
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業

年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
こ
と

を
求
め
る
。

　

な
お
、
「
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投

資
促
進
税
制
」
は
、
令
和
８
年
３
月
末
日

が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
適

用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

（
５
）
償
却
資
産
に
対
す
る
課
税
の
見
直
し

　

固
定
資
産
税
に
お
け
る
償
却
資
産
に
対

す
る
課
税
は
、
企
業
の
設
備
投
資
意
欲
を

阻
害
す
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
諸
外
国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、

廃
止
を
含
め
て
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
。

（
６
）
中
小
企
業
の
事
務
負
担
軽
減

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
や
電
子
帳
簿

保
存
法
の
改
正
に
よ
る
電
子
デ
ー
タ
保
存

の
義
務
化
対
応
に
加
え
、
定
額
減
税
や
所

得
税
の
改
正
に
よ
り
、
源
泉
徴
収
事
務
や

年
末
調
整
事
務
が
毎
年
見
直
さ
れ
る
な
ど
、

事
業
者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト

は
年
々
増
加
し
て
い
る
。
人
手
不
足
が
深

刻
化
す
る
中
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
事
務

負
担
の
増
大
は
と
く
に
経
営
基
盤
が
決
し

て
強
固
で
は
な
い
中
小
企
業
に
と
っ
て
、

重
い
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
政
府
は

強
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
事

務
負
担
コ
ス
ト
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
中

小
企
業
に
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
推
進
を
促
す
支
援

を
求
め
る
。

２
・  

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

　

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、

地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
受
け
皿
な
ど
と

し
て
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
中
小
企
業
経
営

者
の
高
齢
化
も
進
ん
で
い
る
中
で
、
中
小
企
業

が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
次
世
代
に
円
滑

な
事
業
の
承
継
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た

企
業
が
保
有
す
る
独
自
の
技
術
や
サ
ー
ビ
ス
が

失
わ
れ
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
経
済
・
社
会
の

根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

（
１
）
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た

　
　

本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設

　

欧
州
主
要
国
の
事
業
承
継
税
制
は
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
前
提
に
事
業

用
資
産
の
評
価
減
を
認
め
る
と
い
う
制
度

と
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
の
事
業
承
継
税

制
は
、
あ
く
ま
で
納
税
を
猶
予
（
先
延
ば

し
）
す
る
だ
け
の
限
定
的
な
措
置
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制

の
創
設
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
事
業

継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業

従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
は

切
り
離
し
、
非
上
場
株
式
を
含
め
て
事
業

用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
免
除

す
る
制
度
の
創
設
を
求
め
る
。
な
お
、
本

格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
創
設
さ
れ
る
ま

で
の
間
は
（
２
）
取
引
相
場
の
な
い
株
式

の
評
価
（
３
）
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税

猶
予
制
度
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
。

（
２
）取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し

　

取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
に
つ
い

，
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て
は
、
企
業
規
模
や
業
種
に
よ
っ
て
多
様

で
あ
る
が
、
企
業
価
値
を
高
め
る
ほ
ど
株

価
が
高
く
な
り
、
結
果
と
し
て
税
負
担
が

不
相
当
に
増
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、

円
滑
な
事
業
承
継
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
度
、
会
計
検

査
院
は
国
税
庁
に
対
し
、
相
続
等
に
よ
り

取
得
し
た
取
引
相
場
の
な
い
株
式
等
の
評

価
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
求

め
る
所
見
を
示
し
た
。   

　

そ
の
評
価
制
度
を
見
直
す
に
あ
た
っ
て

は
、
取
引
相
場
の
な
い
株
式
は
上
場
株
式

と
異
な
り
、
換
金
性
に
乏
し
い
点
な
ど
も

総
合
的
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
３
）相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充

実
　

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
10
年

間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡
充
が

行
わ
れ
た
が
、
特
例
承
継
計
画
を
提
出
し

て
い
る
も
の
の
、
ま
だ
事
業
承
継
を
行
っ

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
企
業
が
多
く
あ
る
。

政
府
は
、
制
度
の
検
証
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

　

ま
た
、
特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
（
令

和
８
年
３
月
末
日
）
と
特
例
制
度
の
適

用
期
限
（
令
和
９
年
12
月
末
日
）
が
近

付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
期
限
の
延
長

を
求
め
る
。     

　

な
お
、
期
限
が
延
長
さ
れ
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
措
置
は
使

い
勝
手
が
悪
く
適
用
件
数
が
低
調
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
一
般
措
置
の
適
用

要
件
（
対
象
株
数
、
納
税
猶
予
割
合
、

雇
用
確
保
要
件
等
）
を
大
幅
に
緩
和
す

る
こ
と
。

３
・ 

消
費
税
へ
の
対
応

　

消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財

政
健
全
化
に
欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度

は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い
う
え
、
税
制

の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
及
び
税
収
確
保

な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た
め
、

法
人
会
と
し
て
は
か
ね
て
よ
り
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措

置
」
の
見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

と
指
摘
し
て
き
た
。

 
 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
も
、
事
業
者
の

事
務
負
担
が
増
加
し
た
り
、
免
税
事
業
者
が
取

引
か
ら
排
除
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
っ

て
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

「
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
」
を
当
面
維

持
す
る
等
、
弾
力
的
に
対
応
す
る
こ
と
を
求
め

て
き
た
。

　

政
府
は
軽
減
税
率
制
度
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
の
ほ
か
、

低
所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
す
る
必
要
が

あ
り
、
問
題
が
あ
れ
ば
廃
止
を
含
め
て
制
度
を

見
直
す
必
要
が
あ
る
。

（
１
）イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
国

は
引
き
続
き
、
事
業
者
に
混
乱
が
生
じ
な

い
よ
う
に
制
度
の
周
知
を
徹
底
す
る
と
と

も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環

境
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税

事
業
者
が
免
税
事
業
者
と
取
引
を
行
う
際
、

取
引
価
格
の
引
き
下
げ
や
取
引
の
停
止
な

ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）免
税
事
業
者
等
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
係

る
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
80
％
控
除
可
能

と
な
る
措
置
が
令
和
８
年
９
月
末
日
ま
で

（
令
和
８
年
10
月
１
日
か
ら
３
年
間
は
50

％
控
除
可
能
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
小
規

模
事
業
者
等
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
な
い

よ
う
、
80
％
控
除
で
き
る
期
間
を
当
面
の

間
、
延
長
す
る
こ
と
。

（
３
）ま
た
、
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
納
税
額

に
係
る
負
担
軽
減
措
置
（
２
割
特
例
）
に

つ
い
て
、
適
用
期
限
は
令
和
８
年
９
月
末

日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が
、
小
規
模
事
業

者
等
に
お
け
る
消
費
税
事
務
が
定
着
す
る

ま
で
当
面
の
間
、
延
長
す
る
こ
と
。

（
４
）
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ

や
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税

の
制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る

対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

　

総
務
省
が
発
表
し
た
令
和
６
年
10
月
時
点
の

人
口
推
計
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
総
人
口
は
１

億
２， 

３
８
０
万
２
千
人
と
前
年
に
比
べ
て
55

万
人
減
り
、
14
年
連
続
で
減
少
を
記
録
し
て
い

る
。
し
か
し
、
都
道
府
県
別
の
人
口
動
向
を
見

る
と
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
脱
し
た
東
京
都
の

人
口
は
、
他
地
域
か
ら
の
人
口
流
入
に
よ
っ
て

３
年
連
続
で
増
加
し
て
約
１， 

４
１
７
万
人
と

な
っ
た
。
都
道
府
県
単
位
で
前
年
よ
り
も
人
口

が
増
え
た
の
は
東
京
都
と
埼
玉
県
だ
け
に
と
ど

ま
り
、
地
方
を
中
心
に
人
口
減
少
が
進
ん
で
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
に
突
入
す
る
我
が

国
で
は
、
地
方
に
お
け
る
社
会
機
能
の
維
持
・

確
保
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
は
周

辺
の
自
治
体
が
広
域
連
合
を
形
成
し
、
イ
ン
フ

ラ
の
共
同
管
理
や
補
修
に
取
り
組
む
な
ど
、
こ

れ
ま
で
の
自
治
体
単
位
の
仕
組
み
に
と
ら
わ
れ

な
い
地
方
社
会
の
構
築
が
問
わ
れ
よ
う
。
同
時

に
国
と
地
方
の
役
割
分
担
も
見
直
し
、
財
政
や

行
政
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

地
方
経
済
の
活
力
を
今
後
も
維
持
し
な
が
ら
、

地
方
の
活
性
化
を
促
す
た
め
に
は
東
京
一
極
集

中
の
是
正
が
急
務
で
あ
る
。
地
方
自
身
が
そ
れ

ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
生
か
し
た
活
性
化
戦
略

を
練
り
上
げ
、
民
間
主
体
の
創
意
工
夫
を
駆
使

す
る
こ
と
で
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手

法
を
開
発
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
地
方
独
自
の

真
の
活
性
化
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

（
１
）政
府
は
地
方
創
生
に
つ
い
て
の
基
本
構
想

「
地
方
創
生
２． 

０
」
を
本
年
６
月
に
と

り
ま
と
め
、
10
年
後
に
目
指
す
姿
と
し
て
、

定
量
的
な
目
標
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
将
来
、

本
格
的
に
人
口
が
減
少
す
る
こ
と
を
見
据

え
、
社
会
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
実
効

性
の
あ
る
対
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

地
方
創
生
を
巡
っ
て
は
、
利
用
状
況
が

低
調
な
地
方
拠
点
強
化
税
制
を
見
直
す
な

ど
、
さ
ら
な
る
本
社
機
能
移
転
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た

技
術
の
活
用
や
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど

に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り
や
人
材
の
育
成
、

地
元
商
店
街
の
活
性
化
等
、
実
効
性
の
あ

る
改
革
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
。
中
小

企
業
の
事
業
承
継
は
地
方
創
生
戦
略
と
の

観
点
か
ら
も
重
要
だ
と
認
識
す
べ
き
で
あ

る
。

（
２
）地
方
自
治
体
は
、
広
域
行
政
に
よ
る
効
率

化
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に

激
甚
化
す
る
最
近
の
自
然
災
害
に
つ
い
て

は
、
そ
の
被
災
地
も
広
域
化
す
る
傾
向
に

あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
小
規
模
な
個
別
の

自
治
体
に
よ
る
災
害
対
応
に
は
限
界
が
あ

る
。
基
礎
自
治
体
（
人
口
30
万
人
程
度
）

の
拡
充
を
図
り
、
財
政
基
盤
の
強
化
に
つ

な
げ
な
が
ら
行
政
能
力
の
向
上
に
資
す
る

施
策
を
求
め
る
。

（
３
）ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
、
住
民
税
は
居

住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、
他
の
自
治
体

に
納
税
す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ

ぐ
わ
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
寄
付
先
を

納
税
者
の
出
身
自
治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、

さ
ら
な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

必
要
経
費
は
寄
付
総
額
の
５
割
以
下
と
す

る
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
り
多

く
の
寄
付
金
が
寄
付
し
た
地
域
の
た
め
に

活
用
さ
れ
る
よ
う
、
事
務
手
数
料
の
あ
り

方
等
を
含
め
、
制
度
設
計
の
見
直
し
が
欠

か
せ
な
い
。

Ⅲ 

地
方
の
あ
り
方

，



　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の

執
行
を
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ

の
対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
適
切
な
支
援
を
行

う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被
災
地
に
お
け
る

企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
な
ど
に
対
し
て
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
能
登
半
島
地
震
を
は
じ
め
、

大
き
な
地
震
や
台
風
な
ど
の
大
規
模
な
自
然
災

害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
。
東
日
本
大
震

災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の
立
場
に

立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を

講
じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向

け
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
は
災
害
立
国
で
あ
り
、
近
い
将
来
に
は

南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
首
都
直
下
地
震
が
高
い
確

率
で
発
生
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
災
害
で
中
小
企
業
が
長
期
に
わ
た
っ
て

事
業
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
廃
業
に
追

い
込
ま
れ
た
り
す
れ
ば
、
地
域
経
済
だ
け
で
な

く
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
機
能
不
全
を
招
く

な
ど
、
我
が
国
経
済
全
体
に
深
刻
な
影
響
を
及

ぼ
し
か
ね
な
い
。
政
府
と
自
治
体
は
自
然
災
害

等
の
緊
急
事
態
に
備
え
る
企
業
の
危
機
管
理
と

し
て
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
の
策
定
を

さ
ら
に
促
す
た
め
、
税
財
政
を
通
じ
た
支
援
を

強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
・ 

納
税
環
境
の
整
備

　

行
財
政
改
革
の
推
進
と
納
税
者
の
利
便
性
向

上
、
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
税
と

課
税
基
準
を
同
じ
く
す
る
法
人
の
道
府
県
民
税

や
市
町
村
民
税
、
法
人
事
業
税
の
申
告
納
税
手

続
き
は
、
地
方
消
費
税
の
執
行
と
同
様
に
一
層

の
合
理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

２
・ 

環
境
問
題
へ
の
対
応

 
 

政
府
は
２
０
５
０
年
ま
で
に
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
を
実
質
的
に
ゼ
ロ
に
す
る
「
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
」
を
目
指
し
て
お
り
、

そ
の
中
間
に
位
置
す
る
２
０
３
０
年
に
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
量
を
「
46
％
削
減
（
13
年
度
比
）

す
る
」
と
の
目
標
を
国
際
公
約
と
し
て
掲
げ
て

い
る
。

  

令
和
５
年
５
月
に
は
Ｇ
Ｘ
推
進
法
が
成
立
し
、

「
Ｇ
Ｘ
経
済
移
行
債
」
を
発
行
し
て
脱
炭
素
に

向
け
た
民
間
投
資
を
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

償
還
財
源
と
し
て
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
応

じ
て
企
業
に
負
担
を
求
め
る
「
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ

イ
シ
ン
グ
」
が
導
入
さ
れ
た
。

 
 

地
球
温
暖
化
対
策
は
先
進
国
や
途
上
国
な
ど

世
界
共
通
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
費

用
負
担
に
つ
い
て
も
冷
静
に
見
極
め
る
必
要
が

あ
る
。
特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
に
は
多
額
の
設

備
投
資
が
必
要
と
な
り
、
中
小
企
業
に
と
っ
て

負
担
は
重
い
。
政
府
は
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン

グ
導
入
の
政
策
効
果
の
ほ
か
、
家
庭
や
企
業
に

お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
負
担
の
あ
り
方
等

に
つ
い
て
今
後
、
継
続
的
に
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
。

３
・ 

租
税
教
育
の
充
実

  

税
は
国
や
地
方
が
国
民
に
提
供
す
る
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
対
価
で
あ
り
、
国
民
全
体
で
等
し
く
負

担
す
る
義
務
が
あ
る
。
ま
た
、
税
の
適
正
な
納

付
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て

も
厳
し
く
監
視
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
税
の
意
義
や
税
が
果
た

す
役
割
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
国
民
が
十
分
に

理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
学
校
教
育
は

も
と
よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育
に
取
り
組

み
、
納
税
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

１
・ 

法
人
税
関
係

（
１
）
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

　

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

　

現
行
制
度
で
は
、
役
員
給
与
の
損
金
算

入
の
取
り
扱
い
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
特

に
年
度
途
中
の
報
酬
等
の
改
定
に
は
厳
し

い
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
役
員
給
与

は
、
本
来
、
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
り
、

原
則
損
金
算
入
で
き
る
よ
う
見
直
す
べ
き

で
あ
る
。

　

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入

　
　

を
認
め
る
べ
き

　

経
営
者
の
経
営
意
欲
を
高
め
、
企
業
経

営
に
活
力
を
与
え
る
観
点
か
ら
、
中
小
企

業
に
も
対
応
が
可
能
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

バ
ナ
ン
ス
（
企
業
統
治
）
を
高
め
る
措
置

を
講
じ
る
こ
と
を
条
件
に
、
同
族
会
社
に

お
け
る
役
員
の
業
績
連
動
給
与
に
つ
い
て

も
損
金
処
理
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
中
小
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制
の
適
用

　
　

要
件
緩
和

　

中
小
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制
に
つ

い
て
、
経
営
環
境
が
厳
し
い
中
小
企
業
の

持
続
的
な
賃
上
げ
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、

適
用
要
件
の
緩
和
や
制
度
を
拡
充
す
る
こ

と
。

（
３
）
中
小
企
業
の
欠
損
金
繰
戻
還
付
制
度
の
見

　
　

直
し

　

米
国
の
相
互
関
税
政
策
の
影
響
は
先
行

き
不
透
明
で
あ
り
、
中
小
企
業
の
資
金
繰

り
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
繰
戻
し
で
き

る
期
間
を
事
業
年
度
開
始
の
日
前1

年
以

内
か
ら
３
年
以
内
に
見
直
す
と
と
も
に
、

制
度
を
本
則
化
す
る
こ
と
。

２
・ 

所
得
税
関
係

（
１
）
基
幹
税
と
し
て
の
所
得
再
分
配
機
能
の
回

　
　

復
　

所
得
税
は
重
要
な
基
幹
税
の
一
つ
で
あ

る
が
、
各
種
控
除
の
拡
大
な
ど
に
よ
っ
て

空
洞 

化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
所
得
再

分
配
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、
所
得

税
は
国
民
が
能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担

す
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　

令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、
物
価
上

昇
局
面
に
お
け
る
税
負
担
の
調
整
及
び
就

業
調
整
へ
の
対
応
と
し
て
、
基
礎
控
除
や

給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
の
引
き
上

げ
、
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設
等
が
行

わ
れ
た
。

　

各
種
控
除
は
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し

て
合
理
的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る

が
、
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
た
基
礎
控
除

の
上
乗
せ
特
例
が
恒
久
措
置
、
ま
た
は
時

限
措
置
と
し
て
創
設
さ
れ
る
な
ど
、
控
除

制
度
が
複
雑
と
な
り
、
源
泉
徴
収
や
年
末

調
整
を
担
う
企
業
の
事
務
負
担
の
増
加
は

確
実
で
あ
る
。
今
後
も
物
価
の
上
昇
等
を

踏
ま
え
て
基
礎
控
除
等
の
額
を
適
時
に
引

き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
企
業
の

事
務
負
担
等
に
配
慮
し
た
簡
素
な
制
度
と

す
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
退
職
所
得
控
除
の
見
直
し
も
検

討
さ
れ
て
い
る
が
、
老
後
の
生
活
設
計
を

妨
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
特

に
中
小
企
業
の
人
材
確
保
や
労
働
意
欲
を

高
め
る
観
点
か
ら
、
控
除
の
縮
小
は
行
う

べ
き
で
は
な
い
。

（
３
）個
人
住
民
税
の
均
等
割

　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割

に
つ
い
て
も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か

ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
３
・ 

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

（
１
）相
続
税
の
基
礎
控
除
の
見
直
し
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Ⅳ 

自
然
災
害
へ
の
対
応

Ⅴ 

そ
の
他

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

，
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被
相
続
人
１
人
に
対
す
る
法
定
相
続
人

の
数
は
減
少
傾
向
（
平
成
15
年
３． 

４
０

↓
令
和
４
年
２． 

６
８
）
に
あ
る
。
ま
た
、

基
礎
控
除
の
引
き
下
げ
や
地
価
の
上
昇
に

よ
り
相
続
税
の
課
税
件
数
割
合
が
平
成
２

７
年
の
８． 

０
％
か
ら
令
和
５
年
は
９． 

９

％
と
高
水
準
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

基
礎
控
除
の
あ
り
方
を
見
直
す
必
要
が
あ

る
。

　

さ
ら
に
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法

定
相
続
分
課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額

に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ
ず
、
一
人
の
相
続

人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も
影
響

す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課

税
方
式
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）贈
与
税
の
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ

　

経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
、
贈
与

税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。
な
お
、

教
育
資
金
や
結
婚
・
子
育
て
の
一
括
贈
与

に
係
る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て

は
、
適
用
状
況
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、
制

度
の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

４
・ 

地
方
税
関
係

（
１
）固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　

令
和
７
年
の
全
国
の
公
示
価
格
は
、
全

用
途
平
均
・
住
宅
地
・
商
業
地
と
も
４
年

連
続
で
上
昇
し
、
上
昇
率
が
拡
大
し
て
い

る
。
都
市
計
画
税
と
合
せ
て
評
価
方
法
お

よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き

で
あ
る
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税
は
賦
課
課
税
方
式

で
あ
り
、
納
税
者
自
ら
が
申
告
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
制
度
に
対
す
る
不

信
感
も
一
部
見
受
け
ら
れ
る
。
地
方
自
治

体
は
、
税
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
の
努

力
が
必
要
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ

　

て
は
、
よ
り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に

　

見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評

　

価
方
法
に
見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務

負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と

な
る
「
少
額
資
産
」
の
範
囲
を
国
税
の
中

小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産
に
ま
で
拡

大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期
日
を
各
法
人

の
事
業
年
度
末
と
す
る
。

　

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平

　
　

成
３
年
以
降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て

　
　

い
る
た
め
、
大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

   

　

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
、
都
道

　
　

府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
土
地

　
　

の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政
の
効
率

　
　

化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ

　
　

き
で
あ
る
。

（
２
）事
業
所
税
の
廃
止

　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体

が
拡
大
す
る
ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所

税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税
的
な
性
格

を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
る
こ
と
を
求

め
る
。

　

な
お
、
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
賃

上
げ
に
よ
り
税
負
担
が
増
え
な
い
よ
う
、

従
業
者
割
の
計
算
に
際
し
て
は
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
。

（
３
）超
過
課
税

　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な

く
主
に
法
人
を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う

え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を
実
施
し

て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平
を

欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

　
　
　

（
４
）法
定
外
目
的
税

　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中

立
性
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
税
収
確
保
の
た
め
に
企
業

に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は

な
い
。

５
・ 

そ
の
他

（
１
）
印
紙
税
の
廃
止

　

印
紙
税
に
つ
い
て
は
、
電
子
取
引
の
拡

大
や
手
形
決
済
の
省
略
な
ど
、
取
引
慣
行

の
変
化
に
伴
い
、
課
税
根
拠
が
希
薄
化
し

て
い
る
。
文
書
作
成
の
有
無
に
よ
る
課
税

は
公
平
性
を
欠
く
と
と
も
に
、
事
務
負
担

を
軽
減
さ
せ
る
観
点
か
ら
も
廃
止
す
べ
き

で
あ
る
。

（
２
）
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

　

配
当
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
配
当
控
除

制
度
で
法
人
税
と
所
得
税
の
二
重
課
税
の

調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
不
十
分
で

あ
り
、
さ
ら
な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

（
３
）
電
子
申
告
の
促
進

　

国
税
電
子
申
告
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
と
地

方
税
の
電
子
申
告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
の
利

用
件
数
は
年
々
拡
大
し
て
き
て
い
る
が
、

制
度
の
一
層
の
利
便
性
向
上
と
、
シ
ス
テ

ム
の
連
携
ま
た
は
一
体
化
す
る
こ
と
等
に

よ
り
、
さ
ら
な
る
促
進
を
図
る
こ
と
。

（
４
）
森
林
環
境
税
の
検
証

　

森
林
環
境
税
は
、
森
林
環
境
譲
与
税
と

し
て
地
方
自
治
体
に
配
分
さ
れ
る
が
、
そ

の
配
分
方
法
や
税
が
有
効
に
活
用
さ
れ
て

い
る
か
等
に
つ
い
て
し
っ
か
り
検
証
す
る

こ
と
を
求
め
る
。
ま
た
、
多
く
の
府
県
で

も
森
林
環
境
の
保
全
等
を
目
的
と
し
た
個

人
住
民
税
の
超
過
課
税
が
実
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
目
的
や
使
途
の
違
い
を
住

民
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
と
も
に
、

森
林
環
境
税
と
同
様
に
制
度
の
検
証
を
行

う
必
要
が
あ
る
。

，

○社会保障に充てる消費税の減税は慎重な検討が必要
　　　　　　　　　　将来世代にツケを回さない仕組み作りを！
○「金利のある世界」への回帰を踏まえ、
　　　　　　　　　　　金融市場の動揺を招かない財政運営を！
○企業への過度な社会保険料負担を抑制し、
　　　　　　　　　　　中小企業の活性化に資する税制措置を！
○本格的な事業承継税制を確立し、
　　　　　　　　　地域経済と雇用の担い手の中小企業を守れ！

令和８年度税制改正スローガン
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　SNSなどインターネット上の誹謗中傷により風評被害を生じている場合、どのよう

に対応すればよいでしょうか。

　SNS等の普及する中で、インターネット上の誹謗中傷等により風評被害を生じるケー

スがますます増加しています。投稿の内容によっては、企業の信用を損なわないよう、

迅速に対応することが望ましい場合もあります。

　インターネット上に風評被害を及ぼすおそれのある記事を発見した場合、まずは、サービスを

提供しているプラットフォーマーの削除基準を確認した上、削除申出窓口を通じて当該記事の削

除を要請することが効率的です。主なプラットフォーマーについては、総務省が、X、インスタ

グラム、TikTok等のサービスに区分けし、その削除基準や削除申出窓口を一覧表に整理してい

ますので、これを参照するのが便利です

（https://www.soumu.go.jp/main_content/001031570.pdf）。

　削除の申出に際しては、それぞれの削除基準を確認した上、当該投稿が名誉毀損やプライバシ

ー侵害に該当することを主張していくことになりますが、削除基準はサービスごとにまちまちで

すし、その内容が簡素で申出の参考としづらい場合もあろうかと思います。そこで、各プロバイ

ダ（インターネットサービス提供者）による削除基準の整備に資することも意図して作成された

「情報流通プラットフォーム対処法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を参照するこ

とも有用です

（https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/provider_mguideline_20250513.pdf）。

大規模なプラットフォーマーについては、一定の事由が存在する場合を除いて、申出を受けた日

から７日間以内に削除を行ったのか否かを通知することが法令で義務付けられていますので、迅

速な対応を期待できます。

　このような申出によっても削除が行われなかったときには、裁判手続によりプロバイダに対し

て削除を請求することになります。通常の訴訟ですと相当に時間がかかりますので、より迅速な

手続である仮処分を求めることになります。申立てに理由があると判断された場合、誤った仮処

分により相手方が被る可能性のある損害を担保するため、３０万円から５０万円程度の担保金を

供託するよう裁判所から要請されます。担保金が供託されると、裁判所が削除命令を発令し、通

常はこれに応じて削除が行われることになります。申立てから発令までは、１か月から２か月程

度を要するのが一般的です。

古屋法律会計事務所

弁護士 古  屋  俊  仁

【法律相談Ｑ＆Ａ】

インターネット上の
投稿等による風評被害について
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　名誉毀損やプライバシー侵害に当たる記事を投稿した発信者が特定できる場合には、発信者に

対し、削除を求め、併せて損害賠償請求等をすることも考えられます。しかし、通常は、発信者

が誰なのか分からない場合が多いでしょう。そこで、プロバイダに対して、発信者の情報（住所・

氏名等）について開示を求める、発信者情報開示請求を行うこともあります。従前は、コンテン

ツプロバイダ（SNS事業者等・例えばＭＥＴＡ社）と経由プロバイダ（通信事業者・例えばＮＴ

Ｔドコモ）のそれぞれに対して２段階の裁判手続を行うことが一般的でしたが、令和３年の法改

正により、これを一つの手続で行うことを可能とする新たな裁判手続が創設され簡便になりまし

た。また、新しい裁判手続は非訟手続と呼ばれるもので、訴訟手続に比べて簡便な手続で行える

ものですので、その意味でも事件の迅速処理が可能になりました。

　発信者情報開示請求により発信者の氏名、住所等が明らかになれば、発信者に対して損害賠償

請求等をすることが可能になります。特に悪質な事案については、名誉毀損罪等で刑事告訴を行

うことも考えられます。

　インターネット上の投稿による誹謗中傷等については、以上のような対応をしていくことにな

りますが、名誉毀損やプライバシー侵害の該当性については、微妙な判断を要する場合が多く、

裁判例の展開も活発な分野ですので、専門家に相談しながら対応に当たることをお勧めします。

右
の
絵
と
左
の
絵
に
は
相
違
点
が
７
か
所
あ
り
ま
す
。

見
つ
か
り
ま
す
か
な
？

﹇
ル
ー
ル
①
﹈

ま
だ
数
字
の
入
っ
て
い
な
い
マ
ス
に
、

１
か
ら
９
ま
で
の
数
字
の
ど
れ
か
を

ひ
と
つ
ず
つ
入
れ
ま
し
ょ
う
。

﹇
ル
ー
ル
②
﹈

タ
テ
の
列
、
ヨ
コ
の
列
、
太
線
で
囲
ま

れ
た
３
×
３
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
ず
れ
に

も
、
１
か
ら
９
ま
で
の
数
字
が
ひ
と
つ

ず
つ
入
る
よ
う
に
し
ま
す
。

【
問
題
】

二
重
枠
に
入
っ
た
数
字
の
合
計
は
い
く

つ
で
し
ょ
う
？

間
違
い
探
し
の
答
え

①
柱
の
上
、四
角
と
丸（
左
上
）

②
松
の
葉（
左
上
）

③
柱（
右
上
）

④
幹（
右
中
）

⑤
影（
左
下
）

⑥
は
か
ま
の
ス
ソ（
中
下
）

⑦
家
紋（
右
下
）

パ
ズ
ル
・
数
独【
答
え
】

９
（
１
＋
８
）
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　相続や贈与をめぐる税制は、私たちの「財産の承継」に深く関わる重要な制度です。なかでも「相続時精
算課税制度」は、かつて高齢者層の資産を早期に次世代へ移転し、経済の活性化を促す目的で導入されまし
た。しかし、制度が始まって20年近く経つ中で、使いにくさや税負担への不安などが指摘され、利用者は
伸び悩んでいました。こうした背景を受け、令和5年税制改正では、この制度に大きな見直しが行われてい
ます。本稿では、相続時精算課税制度の概要と改正のポイント、そして暦年課税制度との比較を通じて、今
後の相続・贈与の考え方について整理してみたいと思います。

■ 相続時精算課税制度とは
　相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して贈与を行う場合に選
択できる制度です。この制度を選択すると、贈与額から2,500万円までが非課税となり、それを超える部分
には一律20％の贈与税が課されます。
　ただし、その名のとおり相続時に精算される仕組みであり、贈与を受けた財産の価額は、将来の相続財産
に加算されて相続税の計算に含められます。つまり、贈与時点で支払った贈与税は、最終的に相続税から控
除されるという仕組みです。
　一見すると大きな非課税枠が魅力的に思えますが、贈与財産が相続財産に合算されるため、相続税の節税
効果はほとんどないという点が、これまで利用が進まなかった主な理由です。また、一度この制度を選択す
ると、暦年課税（毎年110万円の基礎控除が使える制度）には戻れないという制約もあり、慎重な検討が求
められました。

■ 令和5年税制改正のポイント
　令和５年の改正では、相続時精算課税制度がより使いやすくなる方向で整備されました。最大の変更点は、
年間110万円までの贈与が非課税となった点です。
　また、従来は、少額の贈与でもすべて申告が必要でしたが、改正後は暦年課税と同様に年間110万円まで
の贈与については申告不要となりました。この改正により、改正前と比較して柔軟に贈与を行えるようにな
り、相続時精算課税制度は使いにくい、というイメージを払拭する一歩となりました。
　さらに、暦年課税制度における生前贈与加算の対象期間も見直されました。具体的には、令和６年以降の
相続から、贈与から相続までの期間が７年以内であれば相続財産に加算されます。これまでの３年から延長
されたことで、長期的な贈与計画を立てる必要性が一層高くなっています。

出典：国税庁［（令和６年１月１日以後に贈与を受ける方へ）令和６年の計算方法が変わります。］　

　今回の改正は、若年層の住宅取得や子育て資金の不足という社会課題を、世代間の資産移転の円滑化を通
じて解決することを目的としています。このため、相続時精算課税制度を通じて、親世代から子世代への資
金移転を促進し、消費や住宅投資の活性化が期待されています。
　一方で、暦年課税における贈与加算期間の延長などにより、安易な節税対策を抑制する仕組みも強化され
ています。つまり、税制の方向性としては、節税目的ではなく、実需に基づく贈与を支援するという流れに
あります。

東京地方税理士会甲府支部

税理士 石 水  秀 治

税 務 相 談

相続時精算課税制度の見直しについて
－令和5年税制改正を踏まえて－
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■ 相続時精算課税制度と暦年課税との比較
　次に、相続時精算課税制度と暦年課税の違いを整理してみましょう。

参考文献：日本税理士連合会　令和５年度版　相続税ハンドブック　

■ 相続時精算課税制度を利用する場合の留意点
・相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度には戻れない。
　　相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年関税制度に戻ることはできません。このため、110万円以
　下の少額贈与しか予定していない場合は、不利になる可能性がありますので、将来の相続を見越したうえ
　で、選択には慎重な検討が必要となります。
・特別控除額2,500万円
　　相続時精算課税制度の特徴は、2,500万円の特別控除額です。暦年課税を適用すると年間110万円を超
　える資産を贈与する場合、贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度を利用すれば、基礎控除額110万
　円控除後、特別控除額2,500万円に達するまでは贈与税が発生ないことから一時に多額の財産を贈与した
　い場合に、贈与税の負担を抑えることができます。
・不動産や有価証券など評価額の変動が想定される資産の贈与時期
　　相続時精算課税制度を利用する場合、贈与時の評価額にて相続税の精算が行われることから、評価額の
　変動により、税負担額が変わる可能性があります。このため、評価額の変動がある資産を贈与する場合に
　は、慎重に検討する必要があります。
・小規模宅地の特例
　　小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を相続した場合、一定条件を満たせば土地の評価額を最大
　80％減額できる制度ですが、相続時精算課税制度を適用して贈与した土地は対象外となります。このため、
　小規模宅地の特例を適用する可能性がある場合には、慎重に検討する必要があります。

　このように、暦年課税は、相続前7年超の贈与については、相続時に加算されないことから毎年少しずつ
贈与していく場合に適した制度です。一方で相続精算課税制度は、一定額以上の資産を一度に移転したい場
合や7年以内に相続の発生が見込まれる場合に有効な制度です。ただし、相続時には全財産が再計算される
ため、節税を目的に安易に選択すると期待外れに終わることもあります。このため、贈与の目的を明確にし、
将来の相続まで見通した計画を立てることが重要となります。

■ おわりに
　相続や贈与は、単なる税金対策ではなく、家族の将来を見据えた資産の世代間移転です。令和5年の改正
によって、相続時精算課税制度はより柔軟に活用できるようになりましたが、制度選択を誤ると、思わぬ税
負担が発生するおそれもあります。暦年課税・相続時精算課税のいずれを選ぶかは、贈与者と受贈者の年齢、
財産の種類、将来の相続税額の見込みなど、家庭ごとの事情によって異なります。大切なのは、今の節税で
はなく将来の安心を見据え、税理士などの専門家に相談しながら総合的に判断することです。
　制度の改正は、使いやすくするための一歩であり、最終的な目的は家族が安心して財産を承継できる社会
を築くことにあります。私たちが、制度の趣旨を理解し、計画的に備えることが何より重要となります。

原則として、60歳以上の父母又は祖母から、18歳以上の子
又は孫への贈与について選択できる贈与税の制度。贈与者の
死亡時に贈与税を清算。
贈与年の１月１日において60歳以上の父母又は祖父母（贈
与者ごとに選択可）
贈与年の１月１日において18歳以上の直系卑属である推定
相続人又は孫
必要（一度選択すると、相続時まで継続適用、選択後の撤回
は不可）
基礎控除額：令和６年１月１日以後の贈与から、年間110万
円（受贈者ごと）。
特別控除額：2,500万円（贈与者ごと。限度額まで複数年に
わたり使用可。）
上記控除額を超えた部分に対して、一律20％の税率

選択を開始した年の翌年の３月15日までに本制度を選択す
る旨の届出書を提出するとともに、贈与税を申告・納税。
翌年以降は、贈与があれば贈与年の翌年の３月15日までに
贈与税を申告・納税
ただし、令和６年１月１日以降の贈与については、贈与額が
基礎控除額以下の場合は申告・納税は不要

暦年（１月１日～12月31日の１年間）毎に、
その年中に贈与された価額の合計額に対して贈
与税を課税する制度。

制限なし

制限なし

不要

基礎控除額：年間110万円（受贈者ごと）

基礎控除を超えた部分に対して、10％～55％
の累進税率� 

基礎控除を超える贈与があった場合には、贈与
年の翌年の３月15日までに贈与税を申告・納
税

概要

贈与者

受贈者

届出

控除額

税率

手続

あり。相続税の計算時に合算して精算し、贈与財産は贈与時
の評価額で評価する。（ただし、令和6年1月1日以後の贈与
の基礎控除部分は相続財産に加算しない。）

なし。ただし、相続開始前３年（令和６年１月
１日以後の贈与については７年）以内の贈与は
贈与時の評価額で相続財産に加算する。
（相続開始前3年超7年以内の贈与は、合計100
万円まで加算しない。）

相続時
の精算

項目� 　　　　　　　　 相続時精算課税制度� 　　　　　　　　　　　　　　 暦年課税制度
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部
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病
院

　
　
　

中
川
恵
一　

特
任
教
授

10
月
14
日
開
催

会
場
：
山
梨
県
流
通
セ
ン
タ
ー　
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「税に関する絵はがきコンクール」「小学生の税に関する習字展」

作 品 募 集 の 審 査 会

「小学生の税に関する習字展」入賞作品

「税に関する絵はがきコンクール」入賞作品

法
人
会
「
健
康
セ
ミ
ナ
ー
」

令
和
７
年
度

法
人
関
係
税
制
改
正
セ
ミ
ナ
ー

令
和
７
年
度

法
人
関
係
税
制
改
正
セ
ミ
ナ
ー

テ
ー
マ
‥
が
ん
治
療
と
お
金
の
問
題
、

　
　
　
　
仕
事
と
治
療
の
両
立

展　示　期　間展　示　場　所

優秀賞の作品の展示予定場所

優秀賞の作品及び佳作の展示予定場所

令和７年11月 ４ 日（火）～11月17日（月） 

令和７年11月11日（火）～11月17日（月）

令和７年11月10日（月）～令和８年10月

令和７年11月18日（火）～令和８年10月

イオンモール甲府昭和２階さくらブリッジ

甲府駅北口ペデストリアンデッキ

甲府合同庁舎　１階（甲府駅北口）

甲府法人会館　２階

展　示　期　間展　示　場　所

令和７年11月18日（火）～令和８年10月甲府法人会館　２階

展　示　期　間展　示　場　所

令和７年12月11日（木）～12月 25日（木）

令和８年 １ 月20日（火）～ ２ 月 １ 日（日）

令和８年 ２ 月10日（火）～３ 月 13日（金）

令和８年 ２ 月23日（月）～ ３ 月 28日（土）

山梨県立図書館

韮崎市交流センター（ニコリ）

山梨中央銀行　柳町支店

甲府市役所　１階　市民活動室

※甲府合同庁舎、甲府法人会館、金融機関は、土曜日・日曜日・祝祭日等は休日のためご覧いただけません。
※優秀作品の紹介は、次号（令和８年１月発行）に掲載いたします。

作品の展示のお知らせ
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新入会員紹介 （令和７年８月～９月） （順不動・敬称略）

株式会社 博山
代 表 者　駒井　強�
業 　 種　福祉、不動産業 
住 　 所　韮崎市神山町北宮地28-6   
Ｔ Ｅ Ｌ　0551-20-1411　Ｆ Ａ Ｘ　0551-20-1422

合同会社 ニラサキヤ
代 表 者　岩下　和彦  
業 　 種　まちづくり会社  
住 　 所　韮崎市中央町10-22
Ｔ Ｅ Ｌ　0551-45-7556

株式会社 日原
代 表 者　日原　雅彦
業 　 種　飲食業
住 　 所　甲府市寿町2-11
Ｔ Ｅ Ｌ・Ｆ Ａ Ｘ　055-222-4370    

株式会社 Ｍ
代 表 者　鈴木　美奈子  
業 　 種　ペット火葬、セレモニー�   
住 　 所　甲府市上今井町801-1　相川ビル　1階A号室  
Ｔ Ｅ Ｌ　050-1232-8478　

株式会社 Ｇ・ファクトリー
代 表 者　川口　正人
業 　 種　人材派遣、業務請負、人材紹介  
住 　 所　甲府市大里町5028　Ｇビル201
Ｔ Ｅ Ｌ　055-231-5204　Ｆ Ａ Ｘ　055-231-5004 
Ｕ Ｒ Ｌ　https://www.gfact.biz/     

ＭＯＲＰＨＯ ＢＬＵＥ　ＤＩＡＭＯＮＤＥ 株式会社
代 表 者　セト・ハーディッククマ―・マンガルダス  
業 　 種　貴金属卸業
住 　 所　甲府市下小河原町316-1　ドエリング下小河原207
Ｔ Ｅ Ｌ　055-242-7959　Ｆ Ａ Ｘ　055-242-7958    
Ｕ Ｒ Ｌ　https://www.morphobluejewelry.com    

株式会社 トレンド   
代 表 者�高谷　久志  
業 　 種　人材派遣
住 　 所　中巨摩郡昭和町河東中島1151-7 
Ｔ Ｅ Ｌ　055-267-9239　Ｆ Ａ Ｘ　055-267-9230
Ｕ Ｒ Ｌ　https://www.trendco.biz/

ランドフラット 株式会社   
代 表 者　平嶋　恵子  
業 　 種　福祉サービス業  
住 　 所　甲府市中小河原町568-1
Ｔ Ｅ Ｌ　055-298-4009　Ｆ Ａ Ｘ　055-298-4007

株式会社 試食車ドットコム 
代 表 者　勝村　孝輝  
業 　 種　飲食業
住 　 所　甲府市国母8-11-32
Ｔ Ｅ Ｌ　090-1799-6534    

有限会社 ぼんぼん時計
代 表 者　市橋　直樹
業 　 種　介護業
住 　 所　南アルプス市塚原1806
Ｔ Ｅ Ｌ　055-283-3221　Ｆ Ａ Ｘ　055-283-3222 

山梨農産食品 株式会社
代 表 者　守屋　善隆  
業 　 種　漬物製造卸  
住 　 所　韮崎市本町4-4-3  
Ｔ Ｅ Ｌ　0551-22-1007　Ｆ Ａ Ｘ　0551-22-2990
Ｕ Ｒ Ｌ　https://www.e-koume.co.jp

株式会社 花屋　丹澤 
代 表 者　丹澤　剛史  
業 　 種　生花卸売、生花販売
住 　 所　中央市西花輪3637-1   
Ｔ Ｅ Ｌ　055-273-3017　Ｆ Ａ Ｘ　055-273-3330
Ｕ Ｒ Ｌ　https://hanaya-tanzawa.com

株式会社 警備サービス輝
代 表 者　浅川　実 
業 　 種　警備業
住 　 所　甲府市徳行2-16-28
Ｔ Ｅ Ｌ　055-231-5560　Ｆ Ａ Ｘ　055-287-6331 
Ｕ Ｒ Ｌ　https://kagayaki-keibi.co.jp    




